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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年9月20日(2011.9.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　本実施形態では、ドキュメントが少なくとも一つのアクセス不可の部分を含むが、どの
部分がそのように指定されるべきかの決定は、ドキュメントが公衆に利用可能とされる前
になされる必要はない。まだアクセスされていない部分が存在する限り、まだアクセス不
可の部分を指定する時間はある。例えば、ドキュメントが５つの部分に分割され、そのう
ちの２つが最初に絶対的にアクセス可能として指定され、そのうちの３つが最初に可変的
に利用可能として指定される。長期間、複数ユーザがそのドキュメントの種々の部分にア
クセスする。ある時点で、複数ユーザが５つの部分のうち４つの部分にすでにアクセスし
たかもしれない。このとき、最後に残った部分（すなわち、アクセスされていない部分）
は、アクセス不可として指定され得る。この部分は、最初に絶対的にアクセス可能あるい
は可変的にアクセス可能のいずれとして指定されていてもよい。
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